
中

務

伝

記

考
国
文
四
年

士口

i
 

l
 

’’s
’
 

友

子

序

中
務
集
は
平
安
朝
の
女
流
歌
人
中
務
の
私
家
集
で
あ
る
。
作
者
中

務
は
母
伊
勢
と
と
も
に
三
十
六
歌
仙
の
一
人
で
ゐ
る
が
、
女
流
歌
人

と
し
て
の
面
目
は
中
務
集
に
余
す
所
な
く
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
作

者
中
務
の
伝
記
的
考
察
を
家
集
に
お
け
る
詞
書
を
手
掛
に
な
が
め
℃

み
た
い
と
思
う
。
史
実
に
よ
る
登
場
人
物
の
生
没
、
経
歴
は
裏
面
に

お
い
て
中
務
の
生
存
年
を
示
し
て
い
る
と
云
え
よ
う
。
叉
、
こ
の
事

に
よ
っ
て
幾
つ
か
の
歌
の
制
作
年
も
分
る
だ
ろ
う
。
現
在
「
生
役
不

詳
」
と
さ
れ
て
い
る
中
務
の
側
面
が
少
し
で
も
明
ら
か
に
な
れ
ば
と

思
っ
て
い
る
。
以
下
詞
書
に
表
わ
さ
れ
た
い
ろ
／
＼
な
場
に
ゐ
る
中

務
の
姿
を
追
っ
て
ゆ
き
た
い
。

（

一

）

中
務
は
三
十
六
歌
仙
の
一
人
で
あ
る
。
本
名
は
分
ら
な
い
が
称

呼
が
中
務
と
云
う
事
は
父
敦
慶
親
王
が
中
務
卿
で
ゐ
っ
た
か
ら

で
、
一
輪
一
一
鮭
胤
に
も
中
務
と
号
し
て
い
た
事
が
見
え
て
い
る
ο

中
務

の
伝
記
を
伝
え
て
い
る
も
の
は
配
肘
防
人
で
あ
う
つ
む
そ
の
記
す
所

＋
4

、中
務

中
務
卿
敦
慶
樹
王
女
υ

母
伊
勢
。
朱
雀
天
皇
以
后
。
円
融

天
皇
御
宇
之
間
人
也
。
年
不
詳
。
天
元
年
中
深
順
贈
答
和
歌
見
一
一

家
集
一
。

と
見
え
て
い
る
。
両
親
に
つ
い
て
は
、
父
敦
慶
親
王
を
見
る

：
本
朝
皇
胤
p

－、

2
紹

運

録

ド

宇
多
帝

l
l敦
慶
親
王

l
l女
子

二
品
式
部
脚
。
号
中
務
。
歌
人
。

号
玉
光
宮
。
延
母
伊
勢
。

長
八
二
品
川
廃
。

母
胤
子
。

と
ゐ
る
様
に
敦
慶
親
王
の
子
と
し
て
中
務
は
生
れ
て
い
る
。
中
務
の

母
は
伊
勢
と
見
え
て
い
る
。
伊
勢
の
系
図
は
錦
ん
に
藤
原
内
麿
の
後

育
と
し
て
、

家
原

l
i継
蔭

i
l女
子

号
伊
勢
父
為
守
之
時
号
之
。

中
務
ほ
。
七
条
寸
院
」
后
女
房
。

為
寛
平
御
息
所
生
。
歌
人
也
。

白
王
女
由
見
家
集
云
々
。

父
為
伊
勢
守
之
時
依
所
正
号

伊
勢
。

約
践
の
子
が
伊
勢
で
あ
る
。

一
誠
一
敗
学
で
は
「
親
王
と
伊
勢
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
疑
い
の
余

地
」
が
あ
る
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
c

私
は
こ
の
疑
問
が
中
務
と
同
時

代
に
生
存
し
た
人
々
の
家
集
に
よ
っ
て
解
決
で
き
な
い
か

k
考
え

た
。
例
え
ば
紀
貰
之
の
「
賀
之
集
」
に
、

敦
慶
の
式
部
卿
の
む
す
め
伊
勢
の
腹
な
る
が
近
う
住
む
所
有
り
け

る
に
折
り
て
瓶
に
さ
し
た
る
花
守
贈
る
と
℃
よ
め
る
〔
一
八

O
七

一
〕
返
し
〔
一
八

O
七
二
〕

一＂－2-



或
い
は
拾
遺
集
に
、

敦
慶
式
部
の
み
こ
の
む
す
め
伊
勢
が
は
ら
に
侍
り
け
る
が
ち
か
き

所
に
侍
に
、
か
め
に
会
し
た
る
花
お
く
る
と
て
、
つ
ら
ゆ
主
〔
一

O
五
四
〕

叉
源
信
明
の
「
信
明
集
」
に
お
け
る
「
敦
慶
の

b
す
め
に
」
で
始
ま

る
一
連
の
贈
答
の
相
手
が
中
務
と
云
う
関
係
か
ら
両
親
に
係
る
疑
問

も
解
決
で
き
よ
う
か
と
思
う
の
で
あ
る
ο

強
い
て
云
う
な
ら
中
務
の

生
年
に
つ
な
が
る
親
王
と
伊
勢
と
の
交
際
の
成
立
期
聞
が
全
く
分
ら

な
い
乙
と
位
で
あ
る
。

伊
勢
に
娘
の
届
た
事
は
伊
勢
集
で
、

ふ
り
す
め
の
男
絶
え
に
け
る
に
遺
わ
し
げ
る
〔
一
八
五

O
O〕

に
見
ら
れ
る
如
く
、
確
か
に
娘
が
ゐ
っ
た
事
が
分
る
。
父
敦
盛
親
王

が
ど
ん
な
人
で
あ
っ
た
か
見
る
と
側
海
で
は
「
好
色
無
双
之
美
人
」

と
あ
る
。
こ
れ
を
証
明
す
る
か
の
如
く
親
王
と
交
際
の
あ
っ
た
女
性

は
、
伊
勢
の
外
に
正
妃
異
母
妹
均
子
、
異
母
妹
字
子
、
源
た
の
む
が

女
、
定
方
女
、
桂
の
み
こ
に
仕
え
た
う
な
ゐ
等
を
後
撲
集
、
大
和
物

語
に
見
る
事
が
で
き
る
。

親
王
は
始
め
中
務
卿
で
あ
っ
た
。
組
中
務
も
ζ

の
期
間
に
生
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
親
王
が
中
務
卿
を
何
年
勤
め
ら
れ
た
か
明

か
で
は
な
い
。
そ
乙
で
親
王
が
中
務
卿
で
ゐ
っ
た
上
限
と
下
限
告
ハ
J

き
と
め
て
按
中
務
の
生
年
を
推
定
し
て
み
た
い
。

ま
ず
最
初
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
群
院
に
よ
る
延
菩
十
三
年
三
月

十
三
日
の
記
事
で
、

左
の
と
う
に
は
女
六
の
宮
か
た
の
み
と
、
御
せ
う
と
な
か
っ
か
さ

の
四
の
み
や
、

の
「
四
の
宮
」
と
云
う
の
は
桐
海
に
「
亭
子
院
第
四
皇
子
敦
慶
親

i
1
4札

王
」
と
あ
る
か
ら
、
敦
慶
親
王
が
こ
の
時
中
務
卿
で
あ
っ
た
事
が
う

か
が
わ
れ
る
。

敦
慶
親
王
の
中
務
卿
に
な
ら
れ
る
前
は
貞
保
親
王
が
前
任
者
で
あ

っ
た
と
者
子
り
れ
る
が
、
貞
保
塑
主
は
延
喜
六
年
に
知
一
向
一
蹴
立
見
で
兵

ハ
延
喜
十
三
年
〉

部
卿
で
あ
っ
た
か
ら
亭
子
院
歌
合
以
前
、
つ
ま
り
一
位
喜
六
、
む
年
前

後
よ
り
敦
盛
親
王
は
中
務
卿
で

J

の
っ
た
だ
ろ
う
と
推
定
す
る
む
ど
の

J
ト
J
u

－－己・

位
の
問
中
務
卿
で
あ
っ
た
か
は
、
山
山
知
知
儒
．
の
延
長
二
年
正
月
寸

五
日
に
「
中
務
卿
敦
慶
」
と
見
え
、
同
年
六
月
卜
九
日
に
貞
保
刻
王

日

本

紀

署

、

A
N
式
部
卿
で
亮
貞
信
公
記
ぜ
ら
れ
て
し
る
の
で
、
こ
の
頃
ま
で
敦
由
民

親
王
は
中
務
卿
で
ゐ
っ
た
だ
ろ
う
と
云
う
下
限
予
設
定
し
℃
み
た
む

こ
の
期
を
中
心
に
別
な
商
の
記
録
を
見
る
と
、
伊
勢
の
仕
え
た
字
国

天
皇
々
妃
温
子
は
延
喜
也
年
六
月
六
日
崩
一
明
諒
一
時
ぜ
ら
れ
た
む

叉
、
耕
一
土
の
正
妃
均
子
は
延
喜
十
年
二
月
廿
五
日
藷
話
一
一
蹴
龍
ぜ
ら

れ
た
。
こ
れ
ら
の
契
機
が
二
人
の
交
際
を
成
立
芯
せ
に
外
因
と
考
え

た
い
。
こ
の
仮
定
は
中
務
の
生
年
、
延
事
十
年
と
一
戸
う
下
限
の
拠
所

と
考
え
て
み
た
。

- 3 

母
伊
勢
は
先
に
結
ん
に
示
し
た
様
に
七
縮
問
に
仕
え
て
宮
中
ヘ
入

り
、
の
ち
宇
多
a
恨
の
寵
愛
を
受
け
た
。
ま
た
親
王
を
も
う
け
た
事
が

伊
勢
集
に
も
見
え
て
い
る
。

伊
勢
の
生
年
に
つ
い
て
曽
沢
太
吉
氏
は
宮
下
界
一
諸
説
一
一
一
に
お
い



て
伊
勢
の
入
内
が
祖
父
家
宗
の
功
と
し
て
家
宗
錯
元
慶
元
年
二
月
十

日
定
鮒
以
前
に
は
孫
一
眼
伊
勢
の
出
生
を
見
た
だ
ろ
っ
と
云
う
見
方
を

持
っ
て
居
ら
れ
る
。

没
年
は
諒
鉱
山
梨
の
伊
勢
の
項
の
左
註
に
天
慶
二
年
二
月
五
日
没

と
云
う
記
事
を
見
る
事
が
出
来
る
。

中
務
に
娘
や
孫
が
あ
っ
た
事
が
一
元
輔
集
に
、

中
務
が
む
す
め
の
中
納
言
清
水
に
詣
で
て
人
に
物
い
ひ
げ
る
〔
一

九
二

O
一〕

拾
遺
集
に
、

子
に
ま
か
り
お
く
れ
て
侍
け
る
頃
東
山
に
こ
も
り
て
、
中
務
〔
一
ニ

六〕
れ
U

す
め
に
お
く
れ
侍
て
、
中
務
〔
一
三
一
二
〕

む
ま
と
に
お
く
れ
侍
て
〔
一
一
二
一
一
ニ
〕

と
あ
る
の
で
わ
か
る
。
娘
に
つ
い
て
は
こ
れ
以
上
の
資
料
は
見
当
ら

な
い
が
、
孫
に
関
し
て
中
務
集
に
何
首
か
見
る
事
も
で
き
る
ο

こ
の

ま
平
安
朝
歌
白

孫
に
つ
い
て
萩
谷
朴
氏
l
合
大
成
二
で
「
円
融
院
御
集
」
を
引
用
し

て
中
務
の
孫
が
光
昭
だ
と
説
明
し
て
居
ら
れ
る
。

そ
こ
で
本
家
集
に
現
れ
た
光
昭
の
人
物
と
詠
歌
に
つ
い
て
見
て
ゆ

き
た
い
と
思
う
。

光
昭
の
生
年
に
つ
い
て
萩
谷
氏
は
前
掲
書
で
天
暦
六
年
頃
と
考
え

て
居
ら
れ
る
様
で
あ
る
。
し
か
し
光
昭
の
兄
弟
順
位
、
出
生
年
時
の

分
る
兄
弟
か
ら
光
昭
の
生
年
を
私
は
天
暦
九
（
十
〉
年
頃
と
考
え
て
み

た
。
理
由
は
兄
弟
順
位
か
ら
で
あ
る
。
町
内
桝
で
は
光
昭
は
七
男
と
ゐ

る
が
義
的
で
は
四
男
、
跡
右
で
四
男
な
の
で
あ
る
。
義
孝
は
山
川
町
出

六
に
よ
れ
ば
三
男
で
～
諮
問
も
同
様
で
あ
り
、
義
一
階
一
日
回
一
・
M
M
叩一駄

輸
に
五
男
と
見
え
て
い
る
の
で
ゐ
る
か
ら
雲
ノ
の
四
男
が
光
昭
だ
と

考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
こ
れ
ら
兄
弟
の
出
生
年
時
は
、

天
暦
七
年
挙
賢
生

八
年
義
孝
生

－

u
t凶

l

斗
ノ
生

l

十
年

天
徳
一
万
年
義
懐
生

天
暦
九
、
十
年
と
一
お
う
の
が
光
昭
（
四
男
〉
の
生
年
と
考
え
ら
れ

な
い
だ
ろ
う
か
。
光
昭
の
死
は
制
布
に
よ
れ
ば
、
天
元
五
年
四
月
二

日
で
あ
る
か
ら
、
廿
八
（
九
〉
才
の
夫
折
で
あ
っ
た
υ

光
昭
の
略
歴

土
尊
卑
こ
ま
、

ト
L
分
脈
臼
ド
ト
ぃ
ド

藤
伊

p
l
i光
昭

号

一

条

右

少

将

議
日
謙
徳
公
従
凶
下

と
ゐ
り
‘
ま
た
叩
何
回
に
よ
れ
ば
天
元
三
年
正
月
十
一
日
に
五
位
蔵
人

に
楠
せ
ら
れ
℃
い
る
。

光
昭
に
関
す
る
歌
と
考
え
ら
れ
る
の
は
本
家
集
に
十
二
首
見
え
て

い
る
。
こ
の
う
ち
「
光
昭
の
少
将
」
と
云
う
詞
書
の
あ
る
八
首
は
光

昭
卒
以
前
の
作
と
云
う
事
し
か
わ
か
ら
な
い
が
、
残
り
の
四
百
に
つ

い
て
少
し
ば
か
り
考
察
ぞ
試
み
て
み
た
い
じ
そ
の
詞
書
は
、

ω同
じ
少
将
の
む
す
め
の
百
日
に
子
日
に
当
り
け
れ
ば
一
条
の
左
の

- 4 －~ 



大
肢
に
物
な
ど
し
て
奉
ら
る
〉
に
〔
二

O
八
三
七
〕

M
W
朱
雀
院
の
御
歌
召
す
に
奉
る
〔
二

O
八
三
八
〕
御
覧
じ
て
ひ
げ

ζ

に
若
葉
人
れ
て
少
将
を
使
に
て
賜
へ
る
〔
二

O
九
三
九
〕
御

返
事
円
二

O
九
四

O
〕

の
二
項
目
に
つ
い
て
仰
の
「
同
じ
少
将
」
と
云
う
の
は
こ
の
歌
の
前

の
詞
書
門
二

O
八
三
五

t
六
〕
に
「
光
昭
の
ゆ
向
付
」
と
ゐ
る
か
ら
こ

の
頃
一

ω
前
書
を
光
昭
だ
と
考
え
た
わ
け
で
ゐ
る
。
詞
書
か
ら
考
え
れ

ば
仰
の
娘
と
云
う
の
は
中
務
の
一
日
目
孫
で
、
闘
で
巧
え
る
と
‘

中務・・・：・・・・・・・披；
一
rf－I
j
 

光
昭

九川

γ
H
：

l

、ノ

；
1

・l
l
f
L
Y
J
b

の
関
係
が
百
日
を
祝
い
、
一
条
の
左
大
臣
も
祝
っ
て
く
れ
た
の
で
恥
の

ろ
う
。
こ
の
一
条
の
左
大
臣
と
は
光
昭
の
父
が
一
条
と
号
さ
れ
て
い

た
の
で
伊
予
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
資
料
に
よ
れ
ば
伊
予
は
左

大
臣
を
務
め
℃
い
な
い
の
で
考
え
方
に
無
理
が
生
じ
よ
う
。
こ
こ
に

左
大
臣
を
や
り
一
条
？
と
号
し
た
人
は
駄
輸
で
、

一
条
左
大
凶
雅
信
公
事
、
式
部
卿
敦
実
親
王
三
男
母
贈
太
政
大
臣

時
平
公
女
。

の
源
雅
信
が
一
条
左
大
臣
で
め
っ
た
哀
が
分
る
。
雅
信
は
一
騎
紹
に

よ
れ
ば
、

宇
多
俗
｜
｜
敦
実
耕
王
l
l
i
雅
信

円
弓
一
条
左
大
臣
、
又
号

眠
時
司
正
二
贈
一
位
、

の
系
諮
の
人
で
あ
る
o
左
大
臣
の
期
間
は
町
一
に
よ
れ
ば
、
貞
元
三

年
十
月
二
日
よ
り
正
暦
四
年
七
月
廿
九
日
嘉
ま
で
で
あ
り
、
こ
の
聞

に
光
昭
の
卒
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
貞
元
三
年
雅
信
の
任
左
大
臣
よ

り
天
元
五
年
の
光
昭
卒
の
五
ヶ
年
の
間
の
成
立
と
考
え
ら
れ
る
。

制
の
北
小
笠
院
と
云
う
の
は
円
融
院
御
集
に
同
じ
歌
が
三
首
採
ら
れ

「
む
ま
と
の
光
昭
の
少
将
を
御
伎
に
」
出
さ
れ
た
様
子
が
見
ら
れ

4
0
0
 光

昭
は
朱
雀
天
皇
時
代
に
生
を
受
け
た
人
間
で
は
な
く
、
や
っ
と

円
融
天
皇
の
頃
社
会
的
に
も
地
位
を
得
ょ
う
と
し
た
年
恰
好
で
あ
っ

た
の
だ
か
ら
中
務
集
の
朱
雀
院
と
云
う
の
は
円
融
院
だ
と
訂
正
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

円
融
院
の
事
苧
伊
｝
一
課
で
見
る
と
安
和
二
年
即
位
、
永
観
二
年
八

月
廿
七
日
譲
位
、
寛
和
元
年
八
月
廿
九
日
出
家
、
正
暦
二
年
二
月
十

一
一
日
崩
で
あ
る
。
天
元
五
年
の
光
昭
の
卒
は
円
融
天
皇
譲
位
三
年
前

で
あ
る
か
ら
、
光
昭
の
蔵
人
で
あ
っ
た
天
元
三
年
正
月
以
降
、
光
昭

卒
ま
で
の
歌
詠
成
立
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
で
一
つ
考
え
ら
れ
る
の
は
中
務
集
の
成
立
が
円
融
天
皇
の
出

家
つ
ま
り
寛
和
元
年
以
後
に
考
え
ら
れ
る
根
拠
を
例
に
求
め
る
事
が

出
来
た
。
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共
に
中
務
の
夫
と
思
わ
れ
る
信
明
に
つ
い
℃
述
べ
て
見
た
い
。
ま

ず
信
明
と
中
務
が
夫
婦
で
ゐ
っ
た
と
云
う
資
料
は
本
家
集
に
あ
る
贈

答
関
係
か
ら
、
或
い
は
駄
識
で
信
明
が
陸
奥
守
の
任
ぞ
終
え
京
へ
帰

i

－
〆
一

J

る
時
、
「
「
う
た
よ
み
給
ひ
し
き
た
の
か
た
お
は
せ
し
守
の
御
任
じ

ぞ
の
ぼ
り
侍
り
し
」
と
い
ふ
に
「
中
っ
か
さ
の
き
み
に
こ
そ
」
」
と

語
っ
て
五
葉
集
に
あ
る
中
務
の
歌
、

都
に
は
待
つ
ら
む
も
の
申
匂
逢
坂
の
関
ま
で
き
ぬ
と
つ
げ
や
や
ら
ま

し
奇
記
し
て
い
る
。
二
人
の
贈
答
歌
は
信
明
集
に
よ
る
「
敦
附
伎
の
み
こ

の
b
す
め
に
」
始
ま
る
一
連
、
「
中
務
に
忍
び
て
物
い
ふ
よ
時
鳥
の

な
く
を
主
〉
て
〔
二

O
九
一
一
三
〕
か
へ
し
〔
二

O
九
二
四
〕
」
や
後

撰
集
の
「
源
会
ね
あ
き
ら
た
の
む
事
な
く
ぱ
し
ぬ
べ
し
と
い
へ
り
け

れ
ば
、
中
務
円
七

O
八
U

返
し
源
信
明
〔
七

O
九
」
」
な
ど
に
見
ら

れ
る
。本

家
集
に
お
け
る
信
明
と
の
関
係
を
示
す
歌
の
制
作
年
時
を
考
え

”。，
ζ

、
越
へ
い
く
人
に
一
扇
や
る
と
て
〔
二

O
八
五
二
〕
越
へ
い
く
人
に

〔ニ

O
八
五
四
〕

の
詞
書
に
よ
っ
て
信
明
を
当
て
た
。
こ
れ
は
本
家
集
に
見
え
る
人
物

の
中
か
ら
越
へ
行
っ
た
信
明
を
仮
定
し
た
迄
で
あ
る
。
信
明
も
そ
の

父
公
忠
に
続
く
三
十
六
歌
仙
歌
人
で
ゐ
っ
た
。
そ
の
歌
仙
伝
に
よ
れ

ば
信
明
が
越
後
守
で
ゐ
っ
た
の
は
天
徳
二
年
か
ら
応
和
元
年
陸
奥
守

に
な
る
迄
で
あ
っ
た
。
故
に
越
へ
行
く
と
云
う
の
も
こ
の
事
を
指
し

て
天
徳
二
年
正
月
廿
九
日
以
后
ま
も
な
い
事
と
忠
わ
れ
る
。

も
う
一
人
中
務
と
密
接
な
関
係
を
持
ワ
男
性
が
居
る
。
本
家
集

之
、

川

W
門キパ

L
で
和
泉
守
順
朝
臣
の
垣
ぞ
隔
℃
て
あ
る
に
栴
を
こ
な
た
の

人
み
な
と
り
た
り
と
い
ふ
ら
｝
聞
き
て
梅
を
や
り
た
り
け
れ
ば
順

〔二

O
九
五
一
〕
返
し
〔
ニ

O
九
五
四
〕
又
順
〔
ニ

O
九
五

一
ニ
〕
又
返
し
〔
ニ

O
九
五
四
〕
ま
た
人
〔
二

O
九
五
五
〕

制
順
朝
臣
の
能
登
守
に
く
ピ
り
た
る
に
〔
二

O
八
五
七
〕
返
し

〔ニ

O
八
五
八
〕
叉
返
し
〔
二

O
八
五
九
〕

見
え
る
源
順
で
ゐ
る
。
順
の
官
歴
は
歌
仙
伝
に
よ
れ
ば
康
保
四
年
正

月
任
和
泉
守
、
天
延
六
年
十
一
月
廿
五
日
叙
従
五
位
上
、
天
元
二
年

E
月
任
能
登
～
寸
と
な
っ
て
い
る
。
結
一
に
よ
れ
ば
永
観
元
年
七
十
三

才
で
卒
し
て
い
る
か
ら
逆
算
し
て
延
喜
十
一
年
の
生
れ
と
な
る
。

ωに
つ
い
て
歌
詠
年
時
を
考
え
て
み
た
い
。
順
が
和
泉
守
で
あ
れ
J

に

月
司
、
ま
三
十
之

期

I
I
歌
仙

b
に
よ
る
と
康
保
四
年
か
ら
天
元
二
年
ま
で
と
な
る
。

こ
の
十
三
ヶ
年
の
問
、
順
は
和
泉
守
で
居
た
だ
ろ
う
か
。
話
一
に
順

の
申
文
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
戎
に
示
す
と
、

天
延
二
年
十
二
月
十
七
日
散
位
源
順

グ
四
年
正
月
廿
八
日
一
均
時
誠
一
蹴
伊
叩
よ
り

天
元
三
年
正
月
廿
三
日
開
帥
位
一
日
ト
岡
洋
。

の
項
目
を
歌
仙
伝
と
比
較
し
て
み
る
と
、
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市
町
保
四

天
時
一
万

天
延
二

H
N

四

H
H

六

天
一
万
二

F

ゴ」
，h
一一↑

永
観
元

〔
歌
仙
伝
〕

和
泉
守

〔
附
、
の
申
文
〕

「
推
定
〕

能従
登王
守位

年
↓
守

ケ
一
泉

4
↑
和↓

 

年
一
世

↓
ル
一
首

一
年
…
守
↑

散
位
ノ
労
十
一
向
年
ケ
一
台

4
ヨ
一

bu

ι、
ム
H
N

散
位
減
傾

F
 

ノ

卒

か
ら
和
泉
守
で
ゐ
つ
に
の
は
凶
ケ
年
で
天
禄
元
年
ま
で

E
考
え
て
、

こ
の
歌
一
誠
も
乙
の
矧
の
康
保
四
年
か
ら
天
職
元
住
ま
で
の
事
と
う
か

ご

〉

L
〉

ο

ふ
μ
少
札
一
ナ
4
7
h

帥
に
つ
い
℃
は
歌
仙
伝
に
よ
れ
ば
天
元
二
年
で

J

の
ろ
う
け
ど
聞
の

市
文
か
ら
は
天
元
三
年
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
は
順
自
ら

書
い
た
「
散
位
ノ
労
十
一
筒
年
」
ぞ
重
視
し
℃
伺
の
歌
詠
は
天
元
三

年
に
官
房
－
任
ぜ
ら
れ
て
、
国
司
と
し
て
下
る
時
の
歌
と
考
え
た
い
。

（一一〉

宮
廷
生
活
に
お
け
る
中
務
の
姿
は
ど
の
様
な
も
の
で
あ
っ
た
ゾ
ろ

う
か
。
家
集
に
現
わ
れ
た
中
務
の
日
常
生
活
に
よ
り
拡
げ
ら
れ
た
社

交
の
場
と
一
五
う
の
は
、
歌
合
せ
で
ゐ
っ
た
り
、
后
妃
の
遊
び
の
催
し

で
ゐ
っ
た
り
、
段
上
人
の
賀
に
歌
を
召
さ
れ
る
事
で
ゐ
ヲ
た
り
し

た
。
具
体
的
な
行
動
を
家
集
に
拾
F7
と
弐
の
通
り
で
あ
る
。

朱
雀
院
の
わ
か
宮
の
御
も
ぎ
の
御
拝
風
の
和
歌
、
子
目
、

γー＼

。

八

O
二〕

告
書
、
朱
雀
院
の
若
宮
と
は
儲
鮭
胤
に
よ
れ
ば
昌
子
内
親
一
人

し
か
居
ら
れ
な
い
の
で
こ
の
官
の
御
も
ぎ
だ
と
思
わ
れ
る
。
資
料
に

よ
れ
ば
こ
の
宮
は
長
保
元
年
十
二
月
一
日
五
十
で
嘉
一
献
誇
ぜ
ら
れ
て

い
る
の
で
逆
算
し
て
天
麿
四
年
と
な
る
。
一
誠
…
符
に
よ
る
と
天
暦
川
一

年
八
月
十
日
に
昌
子
内
親
王
は
一
ム
ヂ
で
内
親
王
と
為
る
記
事
が
見

え
、
側
海
で
は
同
六
年
十
一
月
廿
八
日
に
昌
子
円
親
王
の
御
者
裳
の

儀
を
挙
げ
て
居
る
の
が
見
え
る
か
ら
、
こ
の
項
の
歌
の
制
作
年
時
も

乙
の
時
と
考
え
ら
れ
る
。

家
集
に
村
上
天
皇
を
中
心
と
し
た
歌
群
で
歌
詠
年
時
の
八
刀
る
も
の

み
品
、

村
上
の
御
門
の
御
時
菊
合
に
洲
浜
つ
る
菊
あ
り
〔
二

O
八
七
九
〕

の
歌
が
「
歌
合
」
制
倒
裏
の
天
暦
七
年
十
月
廿
八
日
の
羽
？
と
詞
書
、

歌
が
同
じ
状
抗
で
載
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
こ
の
時
の
歌
と
考
え
ら
れ

る。

ζ

の
外
村
上
天
皇
と
係
わ
り
の
ゐ
る
歌
は
、
天
暦
年
間
の
歌
が

相
当
数
日
付
風
歌
と
し
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

村
上
天
皇
に
は
皇
女
資
子
が
ゐ
っ
た
。
こ
の
宮
に
つ
い
て
本
家
集

で、
七
月
七
日
一
日
間
宮
の
み
こ
の
か
け
も
の
の
れ
う
、
と
う
の
中
将
奉

れ
る
葦
手
の
ぬ
い
も
の
に
し
て
〔
二

O
八
七
九
〕

あ
る
こ
の
歌
が
拾
遺
集
で
「
天
時
四
年
五
月
廿
一
日
円
融
院
の
み
か

ど
一
品
宮

l
l」
の
詞
書
き
に
よ
っ
て
こ
の
時
の
歌
と
見
る
事
が
同
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・
阜
市
る
υ

一
品
宮
と
は
間
駄
に
よ
れ
ば
天
禄
三
年
二
月
廿
五
日
資
子
内
親
王

は
一
口
山
ぞ
授
け
ら
れ
て
い
る
の
で
皇
女
資
子
の
事
で
あ
お
事
が
う
な

づ
け
お
ο

村
上
天
皇
后
妃
の
一
人
徽
子
に
関
し
て
、

前
斉
宮
の
五
十
賀
の
御
一
肝
風
〔
二

O
七
六
五
J
八
〕

の
詞
出
に
ゐ
る
同
首
で
み
？
心
。
斉
宮
を
号
と
し
た
人
に
紅
白

Y

「
斉
古
従
川
上
徽
子
丈
一
土
」
と
云
う
の
が
見
え
て
い
る
ο

徹
子
女
王

は
立
和
元
年
五
十
七
で
卒
し
て
い
る
の
で
逆
算
し
て
生
年
が
延
長
六

年
で
ゐ
る
か
ら
こ
の
人
の
五
十
才
は
天
元
二
年
と
考
え
ら
れ
、
こ
の

時

ω賀
の
款
と
見
v

心
事
が
出
来
る
。

い
ま
一
人
村
上
天
皇
の
后
妃
に
‘

一
一
一
条
の
女
御
な
で
し
こ
合
せ
し
給
う
に
〔
二

O
八
七
五

t
八〕

の
放
の
人
物
が
考
え
ら
れ
た
。

ζ

の
四
首
の

7
ち
比
一
歌
で
、

天
出
卜
年
五
月
芳
子
女
御
歌
合
な
で
し
こ
、
よ
み
ひ
と
し
ら
す

〔二

O
八
七
八
〕

あ
る
い
は
叫
叫
ん
口
で
、

〆Uv
、

天
時
十
年
五
月
汁
九
円
左
衛
門
替
の
み
や
す
と
こ
ろ
の
御
方
の
こ

た
ち

ωな
て
し
こ
合
せ
の
歌
、
左
中
務
の
君
、
右
か
ね
も
り
、

左
中
務
〔
二

O
八
七
七
〕

等
に
よ
っ
て
三
条
の
女
御
が
藤
原
帥
少
の
子
芳
子
で
あ
る
事
が
分

る
。
従
っ
て
ζ

の
歌

J

刊
は
こ
れ
ら
の
資
料
か
ら
天
暦
十
年
五
月
廿
九

日
だ
と
云
え
よ
h
7
0

（
一
ニ
）

時
め
く
藤
原
氏
を
中
心
と
し
た
中
務
の
行
動
圏
を
贈
答
関
係
を
有

す
る
相
手
方
を
た
ど
れ
ば
忠
平
、
実
相
、
刺
忠
、
師
輔
、
兼
通
、
在

街
等
を
見
る
事
が
出
来
た
。
各
々
に
つ
い
て
略
述
し
て
み
た
い
。

ま
ず
忠
平
に
関
し
て
後
探
集
で
、

ho
ほ
き
お
は
び
ま
う
ち
き
み
の
白
河
の
家
に
ま
か
り
わ
た
り
て
侍

け
る
に
人
の
さ
う
し
に
こ
も
り
で
中
務
〔
一

O
八
七
〕
か
へ

し
、
お
ほ
き
お
ほ
び
ま
う
ち
き
み
門
一

O
八
八
〕

と
見
え
る
様
に
太
政
大
臣
在
し
て
贈
符
を
行
っ
た
。
後
棋
の
作
者
で

太
政
大
胆
で
あ
る
の
は
忠
一
千
で
ゐ
る
。
忠
一
平
は
川
市
聞
に
よ
れ
ば
承
平

六
年
よ
り
天
暦
三
年
強
ま
で
そ
の
任
に
当
っ
た
の
で
ニ
人
の
交
際
関

係
も
こ
の
削
間
内
と
考
え
ら
れ
る
。

実
頼
の
事
は
続
後
撰
で

清
慎
公
に
つ
か
わ
し
げ
る
、
中
務
〔
八
三
間
〕

あ
る
い
は
後
撰
集
に
、

左
大
臣
に
つ
か
わ
し
げ
る
、
中
務
門
ニ

O
九
八
一
〕

あ
る
歌
や
実
頼
の
家
集
清
慎
公
集
で

大
臣
の
お
は
し
て
帰
り
給
へ
る
に
、
中
務
〔
一
二
五
六
六
〕
返

し
つ
二
五
六
七
〕
同
じ
人
に
遺
わ
す
〔
一
二
五
六
八
】
返

し
〔
一
二
五
六
九
〕
中
務
に
叉
〔
一
二
五
七

O
U

返
し
〔
二

一
五
七
一
〕

の
一
連
で
あ
る
。
清
慎
公
と
は
儲
一
等
に
よ
り
実
相
と
云
う
事
が

分
る
臼
後
嘆
の
「
左
大
臣
」
と
一
五
う
の
は
後
撲
の
作
者
と
一
五
う
点
を



公
卿

加
味
し
て
、
こ
の
頃
左
大
臣
で
あ
っ
た
人
は
補
任
に
よ
り
実
頼
が
天

暦
元
年
四
月
廿
六
日
か
ら
康
保
同
年
十
二
月
十
三
日
左
大
臣
と
な
る

と
云
F7
の
を
見
る
事
が
出
来
る
の
で
乙
の
聞
に
交
際
が
あ
っ
た
も
の

と
解
し
た
い
。

利
忠
に
関
し
て
本
家
集
で
、

三
条
の
お
ほ
び
ま
う
ち
君
の
賀
権
中
納
言
の
つ
か
う
ま
つ
れ
る
扉

風
の
絵
に
花
見
て
帰
る
所
〔
二

O
七
六
七
〕

の
歌
は
詞
花
集
で
「
三
条
太
政
大
臣
賀
の

1
1」
と
あ
り
風
雅
集
で

「
康
義
公
費
志
け
る

l
l」
に
よ
り
て
詞
書
に
表
記
さ
れ
た
人
物
が

同
一
人
と
思
わ
れ
る
。
諸
資
料
に
よ
れ
ば
頼
忠
の
誼
が
廉
義
公
、
号

が
一
二
条
太
政
大
臣
と
云
う
の
が
分
っ
た
。
で
は
頼
忠
の
こ
の
時
の
賀

は
何
才
で
あ
っ
た
ろ
う
か
、
官
名
の
表
記
の
低
い
と
考
え
ら
れ
る
本

家
集
の
詞
品
奇
か
ら
考
え
る
と
、
大
臣
と
な
っ
た
の
は
天
誠
二
年
十
一

月
二
日
任
右
大
臣
一
蹴
以
后
と
な
る
だ
ろ
う
。
天
協
同
年
に
五
十
を

迎
え
る
利
忠
は
献
酬
に
よ
れ
ば
こ
の
年
五
月
に
「
賀
五
十
算
」
と
云

う
記
事
が
見
え
て
い
る
の
で
こ
の
五
十
の
賀
を
詠
ん
だ
も
の
と
考
え

4

－、、ハ》

み
l
f

’hv師
輔
の
本
家
集
に
関
係
す
る
歌
は
、

坊
城
の
右
の
お
ほ
ひ
殿
の
五
十
賀
中
宮
し
給
ふ
、
村
上
先
帝
の
め

p

し
た
る
〔
一
一

O
八
二
五
〕

の
一
首
で
ゐ
る
。
坊
域
の
右
の
大
臣
と
は
諸
資
料
と
も
師
輔
で
ゐ

る
。
乙
の
人
の
五
十
と
云
う
の
は
松
町
一
で
天
徳
元
年
で
あ
る
。
こ
の

年
正
月
十
四
日
に
賀
を
行
つ
た
記
事
が
町
一
議
一
部
等
に
見
え
て
い
る

の
で
こ
の
時
の
歌
詠
で
ゐ
る
事
は
充
分
う
な

e

つ
け
よ
う
。

師
輔
の
子
で
兼
通
に
つ
い
て
は
、

堀
川
中
納
言
の
韻
の
ふ
た
ぎ
の
所
め
し
た
り
け
る
に
〔
ニ

O
八
八

七〕

が
見
え
る
ο
間
ん
に
よ
れ
ば
寒
地
は
「
堀
川
股
」
と
号
し
て
い
た
。

兼
通
が
中
納
言
で
あ
っ
た
の
は
献
酬
で
天
禄
三
年
二
月
廿
九
日
か
ら

同
年
十
一
月
廿
七
日
ま
で
で
、
そ
の
聞
の
歌
詠
と
思
わ
れ
る
。

以
上
家
集
を
恭
礎
資
料
と
し
て
中
務
の
伝
記
の
考
察
を
歌
の
制
作

年
時
か
ら
併
せ
て
な
が
め
て
み
た
わ
け
で
あ
る
。

註
・
引
刷
歌
は
国
歌
大
観
及
び
続
国
歌
大
観
の
者
号
の
み
で
掲
げ

た。

幻
往
庵
記
と
嵯
峨
日
記

衛

藤

芙

美

代

芭
蕉
は
武
士
の
出
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
世
界
を
捨
て
〉
庶
民
と

共
に
生
活
を
し
た
。
芭
蕉
自
身
僧
形
で
あ
っ
た
が
、
隠
者
、
漂
泊
者

の
生
活
を
し
て
い
た
。
そ
れ
で
芭
蕉
を
一
般
に
自
然
の
詩
人
、
あ
る

い
は
閑
寂
の
詩
人
と
も
言
っ
て
い
る
。
然
し
、
そ
れ
と
同
時
に
芭
蕉


